
民間等の労働力需給調整事業

概　　要 労働力需給調整システムの体系

一般労働者派遣事業

労働者派遣事業

（労働者派遣法第５条）

19,755事業所
24.3月末現在

派遣労働者数　約271万人（常用換算約148万人）
　　　　　　　平成22年度

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業

許可制

特定労働者派遣事業

（労働者派遣法第16条）

62,903事業所
24.3月末現在

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象と
して行う労働者派遣事業

新聞、雑誌等を用いて労働者を募集するもの

事業主又はその被用者が直接労働者に働きかけて応募を勧誘するもの

届出制

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、
派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先の
ために労働に従事させることを業として行
うこと

有料職業紹介事業

職業紹介事業

労働者供給事業

（職業安定法第30条）

（職業安定法第33条）17,556事業所
24.3月末現在 学校等、特別の法人、地方公共団体以外の者

834事業所
24.3月末現在

許可制

労働組合等

82組合
24.3月末現在

許可制

募　集

文書募集 自　由

直接募集 自　由

委託募集

（職業安定法第36条）

（88団体　24.3月末現在）

（1団体　24.3月末現在）

無料職業紹介事業

許可制

（職業安定法第33条の２）

学校等

5,144校
24.4.1現在

届出制

（職業安定法第33条の３）

特別の法人

1,714法人
24.3月末現在

届出制

（職業安定法第33条の４）

地方公共団体

42道府県2区71市43町5村1組合
24.3月末現在

届出制

無報酬のもの 届出制

上記以外 許可制

求人及び求職の申込みを受け、求人者との
間における雇用関係の成立をあっ旋するこ
とを業として行うこと

供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命
令を受けて労働に従事させることを業とし
て行うこと
（労働者派遣に該当するものを除く）

⑤ 雇用対策
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若年者雇用対策

概　　要 平成24年度における主な若年者対策関連

1　新卒者、既卒者の就職支援

「大学生現役就職促進プロジェクト」の推進等による新規学卒者等の就職支援の強化
◎　大学の未就職卒業者等の減少を図り、将来の日本を担う人材として育成するため、「新卒応援ハローワーク」を拠点としてジョブサポーターを配置。
　主に現役大学生を対象に、ジョブサポーターの大学への恒常的な出張相談や、大学等の協力を得て未内定者の全員登録・集中支援などを行う「大学生
現役就職促進プロジェクト」を実施する。

◎　東日本大震災の影響により非常に厳しい就職環境にある被災地の新卒者・既卒者等に対し、求人情報の提供、ジョブサポーターによるきめ細かな個別
支援や面接会の開催等を行う。

「若者ステップアッププログラム」によるフリーター等の就職支援の強化
◎　個別支援など専門的支援を中核として、トライアル雇用の活用や職業訓練の活用促進等により、就職氷河期世代も含めたフリーター等の就職支援を一
層強化する「若者ステップアッププログラム」を推進する。特に、大都市部には、その効果的な実施のための拠点を設置する。
※　ハローワークにおけるフリーター等の支援
　通常の職業相談・職業紹介、求人開拓等に加え、担当者制によるきめ細かな個別支援・予約制による職業相談・職業紹介、模擬面接、履歴書・職務経歴書の作成指導、
継続的な求人情報の提供、来所が途絶えた際の来所勧奨等を実施

※　若年者等トライアル雇用（1人月4万円、最大3ヶ月）の対象者の拡充
　拡充前：39歳以下　→　拡充後（予定）：44歳以下

◎　「地域若者サポートステーション事業」の設置拠点を拡充（110か所→115か所）するとともに、アウトリーチ（訪問支援）による支援窓口への誘導体
制を整備し、ニート等の若者の職業的自立支援を強化する。

2　フリーター等の正規雇用化の推進

3　ニート等の若者の職業的自立支援の強化

（1）ハローワークにおけるフリーター等の支援
◎　下記「若者ステップアッププログラム」参照

（2）ジョブカフェにおけるきめ細かな就職支援の実施

（3）トライアル雇用制度等の助成制度の活用による就職支援
◎　若年者等トライアル雇用については、下記「若者ステップアッププログラム」参照

◎＝新規、拡充施策　　○＝継続施策

詳細データ フリーター数の推移

0
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21 22 〔22〕 〔23〕20191817161514

（万人）

（年）

資料：総務省統計局「労働力調査（詳細集計）」
（注）　1．フリーターを、年齢は15 ～ 34歳と限定し、また、在学者を除く点を明確化するため、男性は卒業者、女性については卒

業者で未婚の者のうち、①雇用者のうち勤め先における呼称が「パート」又は「アルバイト」である者、②完全失業者
のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者、③非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・
アルバイト」で、家事も通学も就業内定もしていない「その他」の者と定義し、集計している。

2．〔　〕を付した平成22年及び23年のデータは、岩手県、宮城県及び福島県を除く全国の結果である。

117

91 98 99
97

92 92 87 91 97 93 93

208 217 214
201

187 181
170 178 183 174 176

119 115 104 95 89 83 87 86 81 83

25～34歳

15～24歳
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高年齢者雇用就業対策

概　　要 平成24年度高年齢者雇用就業対策の体系

①定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の推進

○　65歳までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の促進
・　高年齢者雇用確保措置に係る周知・啓発
・　公共職業安定所による事業主への指導、助言及び勧告
・　高年齢者雇用アドバイザーを活用した相談・援助等

○　希望者全員65歳まで働ける企業及び企業の実状に応じて何らかの仕組で70歳まで働ける企業の普及・促進
・　公共職業安定所による事業主への啓発指導
・　先進事例の収集・情報提供や人事処遇制度の見直しに対するアドバイス等の実施、都道府県労働局による希望者全員
が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度の取組に対する気運の醸成

・　定年引上げ等奨励金（中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者職域拡大等助成金、高年齢者労働移動受入助成金）の
活用

②中高年齢者の再就職の援助・促進

○　中高年齢者に対する再就職の促進
・　公共職業安定所等におけるきめ細かな職業相談・職業紹介
・　中高年齢者トライアル雇用奨励金の活用
・　特定求職者雇用開発助成金の活用
・　業種別団体や公共職業安定機関等と連携して、技能講習、面接会、職場体験等を一体的に実施
　　（シニアワークプログラム事業）

○　募集・採用時の年齢制限の禁止（例外事由に該当する場合の上限年齢設定理由の明示義務）の周知・啓発
○　離職を余儀なくされる中高年齢者の再就職の援助を行う事業主等に対する指導・援助

・　ジョブ・カード様式を活用した求職活動支援書の作成・交付義務の周知・啓発、指導

③高年齢者の多様な就業・社会参加の促進

○　シルバー人材センター事業の推進
・　シルバー人材センターと地方公共団体が共同して企画提案した事業の支援
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障害者雇用対策

概　　要 24年度障害者に対する就労支援の推進　～障害者雇用施策関係施策の概要～

Ⅰ　雇用率達成指導の強化と地域の就労支援の強化

１　ハローワークと地域の関係機関との連携による「チーム支援」の推進によるマッチング機能の向上及び厳正な雇用率達成指導
　ハローワークが中心となって、地域の福祉施設、特別支援学校等の関係機関と連携した「障害者就労支援チーム」を編成し、
就職から職場定着まで一貫した支援を行う「チーム支援」の推進や中小企業に重点を置いた雇用率達成指導や就職面接会等の
実施によりハローワークのマッチング機能の向上を図る。

２　雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施
　障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な相談・支援を行う「障害者就業・生活支援センター」について、
全障害保健福祉圏域（平成23年4月現在：361）への設置に向け、設置箇所数の拡充及び機能強化を図る。
　（設置箇所数　322センター　→　327センター）

３　障害者試行雇用事業の推進
　事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に実践的な能力を取得させて常用雇用へ移行するため、短期間の
試行雇用（トライアル雇用）を実施する。（対象者数　9,000人　→　9,200人）

Ⅱ　障害特性や働き方に応じた支援策の充実・強化

１　障害特性に応じた総合的な雇用支援の実施
（1）ハローワークにおける精神障害者への専門的支援の強化

ハローワークにおける精神障害者の新規求職者数の急増に対応するため、精神障害者等に対し、カウンセリング、企業の
意識啓発、職場実習の実施及び就職後のフォローアップ等一貫した支援を行う「精神障害者トータルサポーター」の配置に
より、総合的かつ継続的な支援を行う。

（2）精神障害者等の雇用促進を図るための奨励金等の活用
カウンセリング体制の整備や業務遂行上の支援を行う者の配置等精神障害者等が働きやすい職場づくりに努めた企業や、
精神障害者等の障害特性を踏まえ、一定程度の期間をかけて段階的に就業時間を延長しながら常用雇用を目指す「精神障害
者等ステップアップ雇用」を行う企業に対する奨励金等の活用により、精神障害者等の一層の雇用促進、職場定着を図る。

（3）発達障害者の特性に応じた支援策の充実・強化
発達障害者の就労支援については近年ニーズが高まっている中、今後、発達障害者の求職者が増加し、就労支援について
体系的な支援の実施が必要になることが見込まれるため、ハローワークにおける発達障害者の支援体制を拡充・強化すると
ともに、発達障害者を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成を行うこと等により、発達障害者の雇用の促
進と安定を図る。

（4）難治性疾患患者雇用開発助成金
難病のある人を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成を行うことにより、難病のある人の就労を支援す
るとともに、その雇用管理上の課題等の把握を行う

２　チャレンジ雇用の推進
知的障害者や精神障害者等を都道府県労働局やハローワークにおいて非常勤職員として雇用し、1～ 3年の業務経験を踏ま
えた一般企業等への就職の実現を推進する。

３　在宅就業支援団体活性化事業（新規）
在宅就業障害者に対し、受注拡大等への取組や障害者への職業講習等を積極的に実施する団体を募集し、そのうち支援効果
が高いと見込まれる取組を行う団体を選定し、これらに要した費用の一部を助成する。

Ⅲ　障害者権利条約の批准に向けた障害者雇用対策の検討

障害者権利条約の批准に対応するため、障がい者制度改革推進会議等における議論を踏まえつつ、労働・雇用分野における障
害を理由とする差別の禁止、職場における合理的配慮の提供を確保するための措置等について、引き続き所要の検討を行う。
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外国人雇用対策

概　　要 外国人雇用対策の基本的な考え方

〔出入国管理及び難民認定法〕
　外国人労働者の受入れ範囲は、「我が国の産業及び国民生活等に与える影響」を総合的に勘案して決定。

〔雇用対策法〕（平成19年6月改正、平成19年10月1日施行）

〔雇用政策基本方針（20年2月厚生労働大臣告示）〕

〔専門的・技術的分野の外国人に対する支援〕 〔外国人の適正就労・安定雇用に向けた取組〕

・　事業主に対し、外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援
の努力義務を課すとともに、外国人雇用状況の届出を義務化。

・　雇用対策法に基づき、事業主が講じるべき措置を具体化した「外
国人指針」を告示。

・　国が講じるべき施策として下記を明記。
専門的・技術的分野の外国人の就業促進
外国人の雇用管理の改善及び再就職の促進
不法就労の防止

　国際競争力強化の観点か
ら、専門的・技術的分野の
外国人について、我が国で
の就業を積極的に促進。

「外国人指針」等に基づき、外国人
労働者の就業環境の改善を図る。

※　単純労働者の受入れ等、外国人労働
者の受入れ範囲の拡大は、労働市場の
二重構造化が強まるおそれがあること
に加え、労働条件等の改善を妨げ、ひ
いては、求人充足・人材確保を阻害。

※　労働力確保については、まずは国内
の若者、女性、高齢者等の労働市場へ
の参加実現が重要。（新成長戦略同旨）

・　外国人雇用サービスセンター（東京、愛知、
大阪）を中心とした全国ネットワークを活
用し、専門的・技術的分野の外国人の就職
を促進。

・　ハローワークの学卒部門や大学等の各部門
と連携し、留学生の国内就職を促進。また、
留学生に対するインターンシップ事業を実
施。

・　事業主に対する外国人指針の周知・啓発や、外国人指針に基づく
事業所指導により、外国人労働者の雇用管理改善を促進。

・　急速な雇用情勢の悪化により、日系人に対する機動的な雇用対策
を実施。
1）ハローワークにおける通訳・相談員の配置増など機動的な
相談・支援機能の強化

2）日本語コミュニケーション能力の向上等を図る就労準備研
修の実施

外国人雇用状況の届出制度の周知徹底（事業主のコンプライアンスの一環）

現
行
法
の
枠
組
み

当
面
の
基
本
的
考
え
方

具
体
的
対
応

詳細データ 在留資格別外国人労働者の割合

資料出所：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（平成22年10月）
（注1）　「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当する。
（注2）　「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、　「医療」、
　　　　「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」が該当する。
（注3）　平成22年7月に「技能実習」の在留資格が新設された。それ以前に技能実習生として雇い入れられた労働者は「特定活動」

の在留資格として届出られている。

専門的・技術的分野の
在留資格（注2）
120,888人
17.6%

不明 69人 0.0%

特定活動
5,939人
0.9%

技能実習（注3）
130,116人
19.0%

資格外活動
109,612人
16.0%

身分に基づく在留資格（注1）
319,622人
46.6%

外国人労働者数
686,246人
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地域雇用対策

概　　要 平成24年度　地域雇用対策の概要

雇用情勢の厳しい地域における雇用機会の創出

沖縄対策

地域雇用開発促進法（平成19年8月4日施行）に基づく支援

その他の雇用開発が必要な地域に対する支援

■雇用開発促進地域（雇用情勢が特に悪い地域）への支援
　・地域求職者雇用奨励金

■雇用失業情勢の改善の動きが弱い21道県（※）への支援
（※）北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、

佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
・地域再生中小企業創業助成金（下線10道県に対しては、創業経費助成率や、雇い入れ経費助成額について優遇）

悪化する雇用失業情勢を踏まえた雇用創出基金

・ふるさと雇用再生特別交付金　（2,500億円）《20年度第2次補正（平成23年度末まで（一部平成24年度9月末まで））》
・緊急雇用創出事業　　　　　　（4,500億円）《20年度第2次補正（1,500億円）、21年度第1次補正（3,000億円）（平成23年度末まで）》
・重点分野雇用創造事業　　　　（7,510億円）《21年度第2次補正（1,500億円）、22年度予備費（1,000億円）、22年度補正（1,000億円）、

23年度第1次補正（500億円）、23年度第3次補正（3,510億円）》

☆2つの地域類型に該当する地域に対して国が重点的に支援
　【都道府県又は市町村が計画を策定】→【計画に国が同意】→【計画に定める地域への支援措置の実施】

・沖縄若年者雇用促進奨励金
・沖縄早期離職者定着支援事業

季節労働者対策

・通年雇用奨励金
・試行雇用奨励金
・季節労働者通年雇用促進等事業

U・I ターン対策

・地方就職希望者活性化事業

■自発雇用創造地域（雇用創造に向けた意欲が高い地域）へ
の支援

　・実践型地域雇用創造事業（平成24年度から）
　　（旧名称：地域雇用創造推進事業（平成23年度末まで））
　・地域雇用創造実現事業（平成23年度末まで）

153平成24年版　厚生労働白書

⑤
雇
用
対
策

資料編



雇用保険制度

概　　要 雇用保険制度の概要

１．雇用保険は政府が管掌する強制保険制度である（労働者を雇用する事業は、原則として強制適用）。
　　［適用事業所：204万所、被保険者：3,863万人、受給者実人員：70万人（平成23年度平均）］

２．雇用保険は、
　　①労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自

ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給するとともに、
　　②失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事

業を行う、
　雇用に関する総合的機能を有する制度である。

雇用保険制度の概要
○倒産・解雇による離職者については、年齢及び被
　保険者であった期間により90～330日、一般の離
　職者については、被保険者であった期間により90
　～150日

○65歳以上の失業者に対し、被保険者であった
　期間により一時金として30～50日分（※国庫
　負担なし）

○季節労働者に一時金として30日分（※当分の
間　40日分）

一般求職者給付
（基本手当）

高年齢求職者給付

求職者給付

短期雇用特例
求職者給付

○早期に職業に就いたとき、就業形態に応じ、就
　業手当、再就職手当等を支給

就業促進手当就職促進給付

○教育訓練の受講にかかる費用の一定割合を支給
　（被保険者であった期間3年以上：20％、上限10
　万円）
　※当分の間、初回のみ受給要件緩和（3年以上→
　　1年以上）

教育訓練給付金教育訓練給付

失業等給付

積立金

○失業のつど一日単位（※国庫負担1／ 3）日雇労働求職者給付

《失業者への給付》
 ※ 国庫負担原則
　  １／４

就職支援事業

財源
・国庫負担（1/2）
（注）当分の間本来の

負担額の55％に
引き下げ

・保険料（※）

《早期再就職者への給付》

《自主的教育訓練受講者
　への給付》

※保険料（労使折半）
　【料率　10.0/1,000】

財源
・国庫負担
（注）当分の間本来の

負担額の55％に
引き下げ

・保険料（※）

予
算
取
崩
し

剰
余
金
積
立

○60歳以後の賃金額の15％相当額を支給（※国庫
　負担なし）

○育児休業取得前の賃金額の50％相当額（※暫
　定）を支給

○介護休業取得前の賃金額の40％相当額を支給

高年齢雇用
継続給付

育児休業給付雇用継続給付

介護休業給付

《雇用継続する者への
　給付》
　※ 国庫負担原則
　　 １／８

二事業

財源
・保険料（事業主のみ負担）
　【料率　3.5/1,000】

保険料率
　13.5/1,000

雇用安定事業（雇用調整助成金、労働移動や地域雇用開発を支援する助成金の支給等）

能力開発事業（職業能力開発施設の設置・運営、事業主による能力開発に対する助成金の

　　　　　　　支給等）

雇用保険

雇用安定資金

組
入
れ

予
算
取
崩
し
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詳細データ① 失業等給付関係収支状況 （単位：億円）

20年度 21年度 22年度 23年度
3次補正後予算

24年度
予算

収 入 22,896 20,508 20,467 21,472 17,903

うち保険料収入 19,664 12,790 17,858 18,670 15,572

うち�失業等給付に係る�
国庫負担金 1,604 5,887 702 2,147 1,705

うち�就職支援事業に係る
国庫負担金 － － － 205 361

支 出 15,907 22,481 18,221 26,188 21,217

（うち　失業等給付費） （13,496） （19,805） （16,616） （23,238） （17,790）

（うち　就職支援事業） － － － （785） （1,479）

差 引 剰 余 6,989 ▲1,973 2,246 ▲4,717 ▲3,314

積 立 金 残 高 55,821 53,870 55,746 43,229 39,916

（注） 1．23年度及び24年度の「支出」には、予備費（23’予算：970億円、24’要求：990億円、24’予算：750億円）が計上されている。
2．22年度及び23年度の「積立金残高」は、特例措置により雇用安定事業費を支弁するために必要な額（22’決算：370億円、
23’当初：500億円、23’補正後：7,800億円）が減額されている。

3．積立金残高には、当該年度の決算の結果、翌年度において積立金として積み立てるべき金額が含まれている。
4．数値は、それぞれ四捨五入している。

詳細データ② 雇用保険二事業（三事業）関係収支状況 （単位：億円）

20年度 21年度 22年度 23年度
3次補正後予算

24年度
予算

収 入 5,230 5,022 5,925 13,492 5,678

支 出 5,649 10,235 7,078 15,785 6,794

差 引 剰 余 ▲419 ▲5,212 ▲1,153 ▲2,293 ▲1,116

安 定 資 金 残 高 10,260 5,048 3,895 1,602 486

（注） 1．23年度及び24年度の「支出」には、予備費（23’予算：420億円、24’要求及び予算：310億円）が計上されている。
2．22年度及び23年度の「収入」には、特別措置による積立金からの受入額（22’決算：370億円、23’当初：500億円、23’補正
①後及び23’補正③後：7,800億円）が含まれている。

3．安定資金残高には、当該年度の決算の結果、翌年度において雇用安定資金として組み入れるべき額が含まれている。
4．数値は、それぞれ四捨五入している。

155平成24年版　厚生労働白書

⑤
雇
用
対
策

資料編



雇用対策

概　　要 近年の雇用対策の概要

１　緊急雇用開発プログラム（10年4月、予算495億円）

⇒雇用安定、人材育成
　・雇用調整助成金
　・特定求職者雇用開発助成金　）拡充等 （cf総合経済対策、予算規模約16兆円）

４　経済新生対策における雇用対策（11年11月、予算１兆円規模［15か月］）

⇒中小企業の創業支援等による雇用の創出・安定、大規模なリストラの実施により影響を受ける地域における雇用創出対策
　・中小企業地域雇用創出特別奨励金
　・特定地域・下請企業雇用創出奨励金　）創設 （cf経済新生対策、予算規模18兆円超）

２　雇用活性化総合プラン（10年11月、予算1兆円規模［15か月］）

⇒雇用の安定に加え、雇用の創出、労働移動支援 【100万人規模の雇用の創出・安定を目指す】
　・中小企業雇用創出人材確保助成金
　・緊急雇用創出特別奨励金　　　　　　創設
　・中高年労働移動支援特別助成金　　） （cf緊急経済対策、予算規模17兆円超）

６　日本新生のための新発展政策における雇用対策（12年10月）

⇒IT革命の飛躍的推進等４分野に重点を置いた新発展政策
　・IT化に対応した総合的な職業能力開発施策の推進
　・試行就業を通じた中高年齢者の就業機会の開発や高年齢者のミスマッチ解消のための職場のバリアフリー化推進事業の創設
　 （cf日本新生のための新発展政策、予算規模11兆円程度）

７　緊急経済対策における雇用対策（13年4月）

⇒雇用の創出とセーフティネット
　・緊急雇用創出特別奨励金、新規・成長分野雇用創出特別奨励金の拡充措置等の延長
　・中高年ホワイトカラー離職者向け訓練コースの充実やＩＴ関連の能力開発・人材育成の推進
　・改正雇用保険法の円滑な施行
　・しごと情報ネットの実施
　・雇用対策法等の改正法案の第151回通常国会での成立

８　総合雇用対策（13年9月、予算8,771億円）

⇒雇用の安定確保と新産業創出
雇用の受け皿整備
雇用のミスマッチの解消
　・「しごと情報ネット」の拡充や「ハローワークインターネットサービス」の提供求人を全国に拡大するなど求人情報の積極的提供、
　　ハローワークの開所時間延長
　・キャリア・コンサルタントの養成等による能力・年齢のミスマッチの解消 
　・民間教育訓練機関等の民間活力を活かした多様な能力開発機会の確保・創出
セーフティネット整備
　・緊急地域雇用創出特別交付金の創設
　・訓練延長給付制度の拡充
　・自営廃業者等に対する生活資金貸付制度の創設

９　改革加速のための総合対応策における雇用対策（14年10月）  

⇒雇用のセーフティネットの拡充
不良債権処理の加速への対応
　・不良債権処理就業支援特別奨励金の創設
新たな雇用の創出
　・地域中高年雇用受皿事業特別奨励金の創設
民間による労働力需給調整の活性化・多様な就業形態への対応
雇用保険制度の見直し
離職者に対する対応
「産業再生・雇用対策戦略本部」の設置

10　改革加速プログラムにおける雇用対策（14年12月、予算5,130億円） 

⇒経済・社会構造の変革に備えた雇用のセーフティネットの構築
雇用再生集中支援事業の創設
　・不良債権処理就業支援特別奨励金の抜本的拡充
早期再就職者支援基金事業の創設
市場のﾆｰｽﾞに沿ったキャリア形成の支援やマッチング機能の強化
　・早期再就職専任支援員による就職支援の実施
　・雇用関係情報の積極的提供
新たな雇用の創出及び雇用の安定確保
　・地域雇用受皿事業特別奨励金の創設
　・受給資格者創業支援助成金の創設
　・緊急地域雇用創出特別交付金事業の拡充・効果的活用
　・緊急対応型ワークシェアリングの実施に対する助成措置の拡充
雇用環境が特に厳しい層のための就職支援の強化
離職者に対するきめ細かい対応

３　緊急雇用対策（11年6月、予算3,299億円）

⇒中高年の非自発的失業者に焦点を当て、雇用機会の創出を最大の柱とした緊急の対策 【70万人を上回る規模の雇用・就業機会の増大】
　・新規・成長分野雇用創出特別奨励金の創設
　・人材移動特別助成金の創設（中高年労働移動支援特別助成金を抜本的に拡充）
　・緊急地域雇用特別交付金の創設 

５　ミスマッチ解消を重点とする緊急雇用対策（12年5月）

⇒成長産業に必要な人材の早期育成、就職促進 【35万人程度の雇用・就業機会の増大の現実化】
　・情報通信技術や介護関連分野の職業訓練
　・新規・成長分野雇用創出特別奨励金　　　）拡充
　・学卒未就職者の採用後の能力開発の支援の創設等

156 平成24年版　厚生労働白書



11　成長力強化への早期実施策における雇用対策（平成20年4月）  

⇒新雇用戦略　－「全員参加の社会」の実現を目指して－
若者の自立の実現
　・「フリーター等正規雇用化プラン」
　・ニート等の自立支援の充実
　・ジョブ・カード制度の整備・充実
女性の就業希望の実現（3年間で最大20万人の就業増（25～44歳女性）
　・「新待機児童ゼロ作戦」を展開
　・仕事と家庭の両立支援
　・再就職・企業・継続就業支援の充実
いくつになっても働ける社会の実現（3年間で100万人の就業増（60～64歳）
　・希望すれば働き続けられる高齢者雇用の促進
　・「団塊世代フロンティアプロジェクト」の推進
　・多様な形態の就業による高齢者の生きがい対策の推進
「『福祉から雇用へ』推進5か年計画」
安定した雇用・生活の実現、安心・納得して働くことのできる環境整備

12　安心実現のための緊急総合対策における雇用対策（平成20年8月）
平成20年度第1次補正予算99.4億円

⇒非正規雇用対策等の推進
非正規雇用対策等の推進
　・訓練期間中の生活保障給付（月10万円）の創設等
　・非正規労働者就労支援センター（以下キャリアアップハローワーク）（3か所）の設置
中小企業の雇用維持への支援
　・中小企業への雇用維持支援拡充（中小企業緊急雇用安定助成金の創設）
女性・高齢者・障害者の就労支援及び介護サービスの確保
　・マザーズハローワーク事業の拡充（マザーズコーナーを10か所増） 
　・特定求職者雇用開発助成金（以下「特開金」）のメニューに65歳以上の高齢者を追加するほか、65歳以上の高齢者を試行的に雇用する事業主
　　に対する支援を実施 
　・特開金の支給期間の延長（1年→1年半）
　・障害者専門支援員の拡充（227人→297人）
　・介護人材確保職場定着支援助成金（介護業務未経験者を雇入れた事業主へ50万円助成）の創設
　 （cf安心実現のための緊急総合対策、予算規模14兆円程度）

13　生活対策における雇用対策（平成20年10月）
平成20年度第2次補正予算2,505億円、平成21年度予算（追加要求分）約300億円

⇒生活者の暮らしの安心
家計緊急支援対策
　・雇用保険の保険料引下げ等に向けた取組（1.2→0.8％）
雇用セーフティネット強化対策
　・年長フリーター支援のための特別奨励金の創設（中小企業100万円、大企業50万円） 
　・キャリアアップハローワークの増設（3→5か所）
　・訓練期間中の生活保障給付の拡充（10→12万円等） 
　・中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の拡充（中小企業の助成率2/3→4/5）
　・ふるさと雇用再生特別交付金の創設（2,500億円）
生活安心確保対策
　・介護人材確保職場定着支援助成金の拡充（年長フリーター等の雇入れ50→100万円）
　・介護労働者設備等整備モデル奨励金の創設（経費の1/2を助成）                     
　・障害者雇用ファースト・ステップ奨励金の創設（障害者の初めての雇入れ100万円支給）
 （cf生活対策、予算規模32兆円程度）

14　生活防衛のための緊急対策における雇用対策（平成20年12月）
平成20年度第２次補正予算1,542億円、平成21年度予算（追加要求分）約1,300億円

⇒雇用機会の確保と離職した人に対する住宅・生活支援
住宅・生活対策
　・住宅の継続貸与事業主への助成（月4～6万円、6カ月まで）や住宅・生活支援の資金貸付（最大186万円）及び雇用促進住宅の最大限の活用
雇用維持対策
　・雇用調整助成金等の拡充（大企業の助成率1/2→2/3）
　・自社で働く派遣労働者を雇い入れた事業主への奨励金の創設（中小企業100万円、大企業50万円）          
再就職支援対策
　・緊急雇用創出事業の創設（1,500億円）
　・離職者訓練の実施規模の拡充等、安定雇用に向けた長期間訓練の実施（最長2年間） 
内定取消し対策
雇用保険制度の機能強化
 （cf生活防衛のための緊急対策、予算規模64兆円程度）

15　経済危機対策における雇用対策（平成21年4月）
平成21年度1次補正予算2兆5,128億円

⇒非正規労働者等に対する新たなセーフティネットの構築、雇用の維持、雇用機会の創出などの推進
雇用調整助成金の拡充等
　・解雇等を行わない場合の助成率の上乗せ（中小企業4/5→9/10、大企業2/3→3/4）
　・1年間の支給限度日数（200日）の撤廃
再就職支援・能力開発対策
　・「緊急人材育成・就職支援基金」による職業訓練、再就職、生活への総合的な支援（訓練期間中の生活保障（月10～12万円の給付及び月8万円ま
での貸付）等）
　・職業能力開発支援の拡充・強化
　・障害者の雇用対策
　・ハローワーク機能の抜本的強化等
雇用創出対策
　・緊急雇用創出事業の積み増し等
派遣労働者保護対策、内定取消し対策、外国人労働者支援等
　・派遣切りの防止など労働者保護の強化等
　・内定取消し対策等
　・外国人労働者への支援
住宅・生活支援等
　・雇用と住居を失った者に対して、住居の確保の支援、継続的な生活相談・支援と併せた生活費の貸付け等
（つなぎ資金（最大10万円）、生活費（最大1年間、月20万円以内）の貸付け、住宅手当（最大6か月間）の支給等）

16　緊急雇用対策（平成21年10月）

⇒「緊急的な支援措置」と「緊急雇用創造プログラム」
緊急的な支援措置
　・貧困・困窮者（「ワンストップ・サービス」など支援体勢の強化）、新卒者支援（「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の緊急配備）
　・雇用維持の強化（雇用調整助成金の支給要件緩和等）
「緊急雇用創造プログラム」の推進
　・介護施設等で働きながら、研修を受け資格取得（介護福祉士、ホームヘルパー2級）ができる仕組みを創設
　・「緊急雇用創出事業」、「ふるさと雇用再生特別基金事業」の運用改善、「緊急雇用創出事業」の前倒し執行等
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20　厳しい経済環境下における雇用・労働政策の推進（平成23年度予算での対応）
平成23年度予算（雇用関連・厚労省分）2,547億円

⇒「雇用戦略・基本方針2011」を踏まえた本格的な「雇用・人材戦略」の推進（ステップ3）
求職者支援制度の創設
　・�無料の職業訓練及び訓練期間中の生活支援のための給付を行う制度（求職者支援制度）を創設・恒久化し、成長力を支えるトランポリン型社会

を構築
雇用保険の機能強化
　・基本手当の充実と早期再就職のインセンティブの強化
最低賃金の引上げに向けた中小企業への支援事業
　・最低賃金800円の実現に向けたワン・ストップ相談窓口の設置・助成金制度の創設
若年者の就職促進、自立支援対策
　・新卒者、既卒者の就職支援
雇用のセーフティネット機能の強化・成長分野を支える人材の育成のための職業訓練の充実強化
　・人材ニーズを踏まえ、成長分野における職業訓練を推進

21　東日本大震災の被災者の就労支援、雇用創出のための『「日本はひとつ」しごとプロジェクト』

⇒東日本大震災の被災者の就労支援や雇用創出の推進

フェーズ1（4月5日取りまとめ　予算措置のない緊急総合対策）
　復旧事業等による確実な雇用創出
　　・重点分野雇用創造事業と緊急雇用創出事業の拡充（「震災対応分野」を追加、雇用期間の1年制限を廃止）
　　・地元優先雇用への取組
　被災した方々としごととのマッチング体制の強化
　　・「日本はひとつ」しごと協議会の創設
　　・「日本はひとつ」ハローワーク機能の拡大
　被災した方々の雇用の維持・確保
　　・雇用調整助成金の拡充（制度見直し）

フェーズ2（4月27日取りまとめ　第一次補正予算等を踏まえた対応。雇用関連・厚労省分1兆1,130億円）
　復旧事業等による確実な雇用創出
　　・雇用創出基金事業の拡充（500億円）
　被災した方々の新たな就職に向けた支援
　　・被災した方を雇い入れる企業への助成として被災者雇用開発助成金の創設
　被災した方々の雇用の維持・生活の安定
　　・雇用調整助成金の拡充（7,269億円）
　　・雇用保険の延長給付の拡充（2,941億円）

フェーズ3（10月25日取りまとめ　第三次補正予算等を踏まえた対応。雇用関連・厚労省分3,925億円）
　地域経済・産業の再生・復興による雇用創出
　産業振興と雇用対策の一体的支援
　　・「事業復興型雇用創出事業」、「生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業」の創設（1,510億円）
　　・重点分野雇用創出事業の基金を積み増し、震災対応事業の拡充、拡充した事業の対象期間を平成25年度末まで延長（2,000億円）
　復興を支える人材育成・安定した就職に向けた支援等
　　・被災地のニーズ等に対応した公的職業訓練の訓練規模等の拡充
　　・新卒者就職実現プロジェクト事業の被災者特例の延長等や、ジョブサポーターの増員等による新卒者支援の更なる強化
　　・雇用保険の給付の延長（制度見直し）

17　明日の安心と成長のための緊急経済対策における雇用対策（平成21年12月）
平成21年度2次補正予算5,984億円

⇒緊急対応策の強化、雇用戦略の推進
雇用調整助成金の要件緩和
　・「生産量要件」について、現行要件に加え、赤字企業については、企業規模にかかわらず、「前々年比10％以上減」の場合も支給対象
貧困・困窮者支援の強化
　・「ワンストップ・サービス・デイ」の実施支援、ハローワークのワンストップ相談機能の充実（「住居・生活支援アドバイザー」を配置）
　・「住宅手当」や、空き社員寮等の借上げによる「緊急一時宿泊施設」の設置等の継続的支援
新卒者支援の強化
　・「高卒・大卒就職ジョブサポーター」の更なる緊急増員
　・未就職卒業者を体験雇用する事業主を支援する「新卒者体験雇用事業」の創設
重点分野における雇用の創造
　・介護、医療、農林、環境・エネルギー等の分野における新たな雇用機会の創出、地域ニーズに応じた人材育成を推進

18　新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策（平成22年9月）
平成22年度経済危機対応・地域活性化予備費（雇用関連・厚労省分）1,176億円

⇒円高、デフレ状況に対する緊急的な対応（ステップ1）
新卒者雇用に関する緊急対策
　・「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」、「3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」
　・高卒・大卒就職ジョブサポーターの倍増配置（928人→1,753人）
　・全都道府県労働局に新卒者専門の「新卒応援ハローワーク」を設置
　・「青少年雇用機会確保指針」を改正し、「卒業後3年間は新卒扱い」を盛り込む
雇用創造・人材育成の支援
　・パーソナル・サポート・モデル事業の実施
　・重点分野雇用創造事業の拡充（1,000億円）

19　円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策（平成22年10月）
平成22年度補正予算（雇用関連・厚労省分）3,170億円

⇒景気・雇用動向を踏まえた機動的な対応（ステップ2）
新卒者・若年者支援の強化
　・「ジョブサポーター」の増員（1,753人→2,003人）
　・若年者等正規雇用化特別奨励金の拡充（25歳未満にも対象を拡大）
雇用調整助成金等による雇用下支えと生活支援
　・雇用調整助成金の要件緩和（制度見直し）
　・「『住まい対策』の拡充」（住宅手当の支給など）を23年度末まで延長（制度見直し）
雇用創造・人材育成
　・重点分野雇用創造事業を拡充（1,000億円）
　・緊急人材育成支援事業の延長等（1,013億円）
　・成長分野等人材育成支援事業の実施（500億円）
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22　復興・円高対応のための雇用対策（平成23年度第3次補正予算での対応）
平成23年度第3次補正予算3,925億円

⇒被災地の本格的な復興を支えるとともに、急速な円高による雇用への影響等への対応
被災地の本格的な雇用復興のための産業政策と一体となった雇用機会創出への支援
　・「事業復興型雇用創出事業」、「生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業」の創設（1,510億円）
震災及び円高の影響による失業者の雇用機会創出への支援
　・重点分野雇用創出事業の基金を積み増し、震災対応事業の拡充、拡充した事業の対象期間を平成25年度末まで延長（2,000億円）
震災や円高の影響を受けた者への就職支援
　・雇用調整助成金等の拡充（制度見直し）
　・新卒者等の就職支援
　　「3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の実施期間延長
　　ジョブサポーターの増員（2,103人→2,203人）
ハローワークの機能・体制強化
職業訓練の拡充等
　・公的職業訓練の拡充（制度見直し）
　・成長分野等人材育成支援事業の拡充（制度見直し）
労働者の労働条件の確保等
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